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○障害者手帳とは？  

　さまざまな福祉制度(福祉サービス等）を利用する際には、多くの場合障害者手帳が必

　要となります。障がいの種類により手帳は次の三種類があります。  

　身 体 障 害 者 手 帳：目、耳、手足など身体の障がいに関する手帳（1〜6級）

　療　　育　　手　　帳：知的障がいに関する手帳（Ａ1、Ａ2、Ｂ1、Ｂ2）  

　精神障害者保健福祉手帳：精神障がいに関する手帳（1〜3級）

○障がい者が利用できる主な福祉制度  

　それぞれ障がいの種類や手帳の等級によって、利用できる制度が違います。
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※福祉部介護支援課

※福祉部介護支援課 お問い合わせ：福祉部介護支援課障害支援係℡945-5013（内線191～ 193）

主な介護給付
①居 　宅 　介 　護　　　自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

②児童デイサービス　　　 障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

③短　 期　 入　 所　　　自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等
 （ショートステイ） 　　 　  を行います。

④生　 活 　介　 護　　　常に介護を必要とする障がい者に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又
　　　　　　　　　　　　は生産活動の機会を提供します。

主な訓練給付
①自　 立 　訓　 練　　　自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のため必要
（機能訓練・生活訓練)　　  な訓練を行います。

②就 労 移 行 支 援 　　   一般企業等への就労を希望する障がい者に対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の   
                                    ために必要な訓練を行います。

③就 労 移 行 支 援　　　 一般企業等での就労が困難な障がい者に対して、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の
（A型＝雇用、B型＝非雇用） ために必要な訓練を行います。

主な地域生活支援事業(サービス系）
①移 動 支 援 サービス　   円滑に外出ができるよう、移動の支援を行います。
②日中一時支援サービス　 日中において監護するものがいない障がい者(児)に対して、一時的に預かり、見守り等の支援を行い  
                                    ます。

「障害者週間」は、国民に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障が
い者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを
目的として設定されました。今回は障がいを持ったときに利用できる様々な福祉制度をご紹
介します。
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